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我が国では、世界に類を見ない急速なペースで人口減少・

少子高齢化が進行しており、少子化による生産年齢人口の減

少によって、労働力不足や需要の減少による経済規模の縮小

など、様々な問題が生じている中、平成 27（2015）年度から

国と地方が一丸となって始めた「地方創生」の取組も 10 年

目を終えようとしております。  

この間、本市では、国の長期ビジョン及び総合戦略を踏ま

え、令和２（2020）年３月に、第２期土浦市まち・ひと・し

ごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」を策定し、人口減少

と地域経済縮小の克服や、まち・ひと・しごとの創生による

経済の好循環の確立に向けて、様々な施策を展開してまいりました。その結果、本市の人

口は約 20 年ぶりに増加に転じるなど一定の成果がでているものの、将来的には自然減の拡

大に伴い、人口減少が進行していくことが予想されております。 

このような中、国においては、デジタルの力を活用しつつ、地域の個性を生かしながら

地方の社会課題解決や魅力向上の取組を加速化・深化するため、新たに「デジタル田園都

市国家構想総合戦略」を策定し、「地方に仕事をつくる」、「人の流れをつくる」、「結

婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「魅力的な地域をつくる」という４つの取組を進

めていくこととしております。 

本市におきましても、持続可能な社会の実現に向けて、本市の実情に即した人口の長期

的展望を改めて明示するため、国の最新の将来人口推計を基に、第３期土浦市まち・ひ

と・しごと創生「人口ビジョン」を策定するとともに、第２期総合戦略の進捗状況や国・

県の動向、市民の皆様からの御意見などを踏まえ、令和７（2025）年度から令和 11

（2029）年度までの５か年を計画期間とする、第３期土浦市まち・ひと・しごと創生「総

合戦略」を策定いたしました。  

今後は、この「人口ビジョン」「総合戦略」に基づき、市民の誰もが個性と多様性を互

いに尊重し、それぞれの夢や希望がかない、生きがいを感じ、その人らしく暮らせるま

ち、さらには若者や女性にも選ばれるまちを目指して、全庁を挙げて「地方創生」の取組

を推進してまいります。 

最後に、第３期土浦市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」の策定に

当たり、貴重な御意見、御提案を頂きました多くの市民の皆様を始め、熱心に御審議を賜

りました土浦市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員の皆様や関係者の皆様に心から感

謝を申し上げます。 

 
 
  令和７年３月 

土浦市長 
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１ はじめに 

（１）土浦市人口ビジョンの位置付け 
ア はじめに 

・国では、人口減少社会の克服と地方経済の再生を柱とする地方創生を推進するため、
平成 26（2014）年 11 月に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、「長期ビジョ
ン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

・本市においても、このような動きに迅速かつ的確に呼応し、本市の実情に即した人口
の長期的展望と、人口減少の克服（抑制）に向けたより実効性の高い施策を立案・展
開していくため、平成 27（2015）年 10 月に土浦市まち・ひと・しごと創生人口ビジ
ョン・総合戦略を策定しました。 

・現在、令和２（2020）年３月に策定した令和２（2020）年度から令和６（2024）年度
までの５年間を対象期間とする第２期人口ビジョン・総合戦略に基づき、本市の持続
的な発展に向けて全庁を挙げて取り組んでおります。 

・この度、第２期人口ビジョン・総合戦略の対象期間の終了に伴い、令和７（2025）年
度から令和 11（2029）年度までの５年間を対象期間とする第３期人口ビジョン・総
合戦略を新たに策定します。 

 

イ 人口ビジョン策定の目的 

・人口ビジョンにおいては、人口の現状について分析するとともに、「人口」を切り口
とした本市の目指すべき方向を明示します。 

 

ウ 第９次土浦市総合計画との関係 

・本市における最上位計画である「第９次土浦市総合計画」では、本市の活力を支える
ための将来人口目標として「令和 13（2031）年に 128,000 人」を掲げています。 

・本ビジョンでは、これを１つの前提として捉えつつも、改めて本市の人口の現状につ
いて整理・分析を行いながら、本市を取り巻く環境変化を加味した目標設定を行って
いくこととします。 

 

エ 対象期間 

・本ビジョンの対象期間（目標年度）は、国の最新の将来人口推計を踏まえ令和 52
（2070）年とし、長期的な展望を持った取組を進めていくこととします。 

 

（２）国の長期ビジョン 

・国の長期ビジョンでは、「人口減少時代の到来」を人口問題に対する基本認識とし、
①「東京一極集中」の是正、②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、③地域
の特性に即した地域課題の解決、の３点が基本的視点として掲げられています。 

・また、これら基本的視点を踏まえながら、目指すべき将来の方向を、将来にわたって
「活力ある日本社会」を維持するとし、令和 42（2060）年の目標人口を「１億人程
度」と定めています。 
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国の長期ビジョン 

 

  

「人口減少時代」の到来

③地域の特性に即した地域課題の解決

将来にわたって「活力ある日本社会」を維持する

人口問題に対する基本認識

目指すべき将来の方向

○国民の希望の実現に全力を注ぐことが重要

①「東京一極集中」の是正，②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現

今後の基本的視点

○３つの基本的視点

地方創生は，日本の創生であり，地方と東京圏がそれぞれの強みを活かし，日本全体を引っ張っていく

○自らの地域資源を活用した，多様な地域社会の形成を目
　指す。

○地方創生が実現すれば，地方が先行して若返る。

○外部との積極的なつながりにより，新たな視点から活性
　化を図る。

○東京圏は，世界に開かれた「国際都市」への発展を目指す。

○若い世代の希望が実現すると，出生率は1.8程度に向上
　する

○人口構造が「若返る時期」を迎える

○人口減少に歯止めがかかると，2060年に1億人程度の人
　口が確保される

○「人口の安定化」とともに「生産性の向上」が図られると，2050年
　代に実質GDP成長率は1.5～2％程度が維持される。

◎地方創生が目指すべき将来の方向

地方創生がもたらす日本社会の姿
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２ 土浦市の人口動態分析 

 

本市の将来人口を展望するに当たり、本市の人口推移や人口構造上の特徴・課題を把
握するため、過去から現在に至る人口推移等を分析します。 

 

（１）総人口・世帯数の推移 

ア 総人口 

・昭和 50（1975）年から平成２（1990）年にかけては、５年間で 7,500 人（年平均
で 1,500 人）を上回る人口増加がみられていました（高成長期）。 

・本市の人口は、平成２（1990）年以降の低成長期を経て減少に転じておりまし
たが、令和２年（2020）年国勢調査の結果、前回（平成 27（2015）年）に比べ、
1,270 人の増加に転じており、現在 14 万人程度で推移しています。 

 

※ 年齢不詳を含む。 

出典：令和２（2020）年まで総務省「国勢調査」、令和５（2023）年茨城県「常住人口調査」
（各年 10月１日現在） 
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・次に、前回調査年からの増減を示す人口
増減率について、全国及び茨城県と比較
します。 

・昭和 60（1985）年には、各地でばらつき
はあるものの、増減率はプラスでした
が、平成 27（2015）にはすべての地域で
マイナスに転じています。 

・直近では、全国及び茨城県がマイナスで
あるのに対して、本市は 0.9％のプラス
に転じております。 

 

※ 人口増減率＝（当該調査年の人口
－前回調査年の人口）/（前回調査
年の人口）×100 

出典：総務省「国勢調査」及び茨城県資
料を基に土浦市作成 
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イ 世帯数 

・世帯数は、昭和 50（1975）年以降、一貫して増加しております。人口増加の鈍
化・減少への転換に応じる形で、増加幅は縮小傾向にありましたが、直近では人
口増加に転じたことに伴い、増加幅が大きくなっております。 

 

 

出典：令和２（2020）年まで総務省「国勢調査」、令和５（2023）年茨城県「常住人口調査」
（各年 10月１日現在） 

 

・世帯人数別の世帯構成割合をみると、１人世帯及び２人世帯は、昭和 60（1985）
年に約３割であったものが、令和２（2020）年には約７割を占めている一方、昭
和 60（1985）年に約５割を占めていた４人以上の世帯は、令和２（2020）年には
約２割まで縮小しています。また、３人世帯についても、構成割合においては、
平成 12（2000）年をピークに縮小を始めており、世帯規模の縮小は著しく進行し
ています。 

・世帯の家族類型の構成割合をみると、核家族世帯の構成割合が年々縮小する一方
で、単独世帯の構成割合は年々上昇しています。 
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出典：総務省「国勢調査」 

 

 

出典：総務省「国勢調査」 
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（２）年齢階層別人口の推移 

・本市の人口を年齢（３区分）別に整理すると、年少人口は昭和 60（1985）年頃まで
は横ばいで推移していたものの、以降は継続して減少傾向にあります。 

・一方で、老年人口は昭和 60（1985）年以降、増加傾向が継続しており、平成 12
（2000）年には年少人口数を逆転しました。また、昭和 60（1985）年では 9.4％程度
だった構成割合は、令和２（2020）年には 29.9％にまで上昇しています。 

・また、生産年齢人口は平成 12（2000）年をピークに減少傾向にありましたが、直近
では増加に転じております。 

・昭和 60（1985）年と令和５（2023）年の人口ピラミッドを比較すると、第１次ベビ
ーブーム世代が老年人口に移行したことで、老年人口については大幅に増加している
一方で、年少人口については第２次ベビーブーム世代が生産年齢人口に移行したこと
で大幅に減少しています。 

・また、第１次ベビーブーム世代の老年人口への移行に加え、第３次ベビーブームが到
来しなかったことなどにより、生産年齢人口は大幅に減少しております。 

・男性と女性数の比較では、令和５（2023）年は、60歳代前半以上の年齢階層におい
て女性の数が男性のそれを上回っており、これまでと同様に、高齢になるほど女性の
比率が高くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 年齢不詳を除く。 

出典：令和２（2020）年まで総務省「国勢調査」、令和５（2023）年茨城県「常住人口調査」
（各年 10月１日現在） 
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※ 年齢不詳を除く。 

出典：令和２（2020）年まで総務省「国勢調査」、令和５（2023）年茨城県「常住人口調査」
（各年 10月１日現在） 
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※ 年齢不詳を除く。 

出典：昭和 60（1985）年総務省「国勢調査」、令和５（2023）年茨城県「常住人口調査」 

（各年 10月１日現在） 
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（３）自然動態（出生・死亡）の推移 

・本市の自然動態は、国よりやや早い平成 20（2008）年より自然減（死亡数が出生数
を上回る状態）が続いています。 

・平成 13（2001）年以降緩やかに減少が続いていた出生数は、平成 21（2009）年の
1,135 人を底に概ね横ばい傾向でしたが、平成 27（2015）年以降減少を始めており、
令和５（2023）年には 781 人となっています。一方、死亡数は、高齢化の進行により
年々増加傾向にあり、今後もしばらくはこうした傾向が続くものと思われます。 

・また、本市の合計特殊出生率は、平成 17（2005）年頃までは茨城県平均をやや下回
るものの、全国平均とほぼ同様の推移でしたが、その後は全国平均を下回る水準で推
移しております。直近では、本市は、全国、茨城県とともに低下傾向に転じていま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 24（2012）年まで茨城県「茨城県保健福祉統計年報」、平成 25（2013）年～令和５

（2023）年茨城県「常住人口調査」 
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出典：土浦市 

 

・少子化の大きな要因として考えられる婚姻の状況をみると、本市の婚姻件数は、
年々減少傾向にありましたが、令和３（2021）年をボトムに増加に転じており、直
近では 623 件となっています。婚姻率については、年々減少傾向にありましたが、
一貫して県より高い値を示しており、令和３（2021）年をボトムに上昇に転じてい
ます。 

・平均初婚年齢をみると、男性、女性ともに年々上昇傾向にあり、全国では、ここ 20
年間で、男性は 1.7 歳、女性は 2.1 歳上昇していることから、晩婚化が進んでいる
ことがうかがえます。 

・次に、20 歳代及び 30 歳代の年齢（５歳階級）別の未婚率をみると、全ての年齢階層
において男性の未婚率が女性に比べて高く、男女ともに未婚率は、年々上昇傾向にあ
ります。また、女性については、特に 20 歳代後半から 30 歳代前半までの年齢階層の
未婚率がこれまで大幅に上昇してきましたが、近年では、20歳代前半の年齢階層の
未婚率が上昇していることから、晩婚化・非婚化が進行していることがうかがえま
す。 

出典：茨城県「人口動態統計」 
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出典：全国及び茨城県 茨城県「人口動態統計」 

   土浦市     茨城県「茨城県保健福祉統計年報」（平成 30年（2018 年）まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省「国勢調査」 
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（４）社会動態（転入・転出）の推移 

ア 転入・転出者数 

・本市の転入数は、平成３（1991）年時には 9,458 人の転入者がいましたが、平成 10
（1998）年以降漸減傾向にあり、平成 26（2014）年には 6,667 人にまで減少しまし
た。その後、緩やかに持ち直しておりましたが、令和４（2022）年から増加幅を拡大
し、直近では、8,287 人となっています。  

・一方、転出数は、平成 15（2003）年の 9,209 人をピークに、全体的には減少傾向に
あります。直近３年では、令和３（2021）年をボトムに緩やかに増加しており、直近
では、7,013 人となっています。 

・転入数から転出数を差し引いた純移動数は、一部の年を除き、平成 14（2002）年以
降マイナス（転出の超過）で推移しており、その傾向が平成 27（2015）年には△411
人まで拡大しましたが、令和２（2020）年以降はプラス（転入の超過）に転じてお
り、直近では+1,274 人であることから、大幅な転入超過となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 24（2012）年まで茨城県「茨城県保健福祉統計年報」、平成 25（2013）年～令和５

（2023）年茨城県「常住人口調査」 
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イ 年齢（５歳階級）別社会移動（純移動数）の状況 

・2015 年→2020 年における年齢（５歳階級）別社会移動（純移動数）の状況をみる
と、これまで転出超過が継続していた「15～19 歳→20～24 歳」が大幅な転入超過
に転じています。また、「40～44 歳→45 歳～49 歳」以上の年代においては、概
ね過去 30 年間で最も高い転入超過の傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「○歳→□歳」：Ⅹ－５年に○歳に該当する人が、Ⅹ年までの５年間に社会移動で
何人増減したかを示す。 

出典：総務省「国勢調査」  
厚生労働省「都道府県別生命表」に基づきデジタル田園都市国家構想実現会議事務局作成 

 

ウ 地域間移動の状況 

（ア）茨城県内の人口移動の状況 

・本市と茨城県内他市町村との間の社会移動の状況をみると、一貫して転入超過の
状況にあります。地域ごとにみると、県南地域以外の地域との間では転入超過が
継続している一方、つくば市、阿見町を始めとする県南地域内では転出超過が継
続していましたが、直近では、阿見町をはじめとした４市町を除いた地域との間
で、転入超過となっています。（p19 参照） 
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出典：茨城県「常住人口調査」 

 

（イ）茨城県外の人口移動の状況 

・本市と茨城県外との間の社会移動の状況をみると、転出超過の状況にありました
が、平成 28（2016）年以降改善してきており、直近では、転入超過に転じていま
す。転入超過に転じた主な要因としては、東京圏（東京都・埼玉県・千葉県・神
奈川県）への転出超過が縮小し、令和３（2021）年から転入超過に転じたことが
挙げられます。また、国外との間では、平成 23（2011）年及び令和３（2021）年
を除き、転入超過が進んでおり、本市にも国際化の波が押し寄せつつあることが
うかがえます。 

※その他 転入者：従前の住所地が不明、帰化、職権による記載等 

転出者：転出先の住所地が不明、国籍離脱、職権による消除等 

出典：茨城県「常住人口調査」  
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（ウ）年齢ごとの社会移動の状況 

・令和５（2023）年の県内の年齢（５歳階級）別の社会移動の状況をみると、10 歳
代後半から 20 歳代後半までの年齢階層において転入超過が顕著となっています。 

これは、本市に所在する大学その他の教育機関等への進学や市内企業への就職を
機に、本市に住む方が多いことなどの理由が想定され、つくば市からの転入が多
くなっています。 

・一方、０～４歳、30 歳代前半において、転出者数が多くなっており、出産を機
に、近隣市町村にマイホームなどを購入し、世帯単位で転出する人が多いなどの
理由が想定され、阿見町への転出が多くなっています。 

 

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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・令和５（2023）年の県外の年齢（５歳階級）別の社会移動の状況をみると、10 歳代

後半から 20 歳代の年齢階層において、東京圏への転出者数が多く、特に女性にお

いて大幅な転出超過となっています。これは、大学その他の教育機関等への進学や

企業への就職を機に東京圏に転出することが多いなどの理由が想定されます。 

・上記以外の年齢階層においては、すべての年齢階層において転入超過となっていま

す。 
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出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」  



 

 

19 
 

土浦市と茨城県内外との社会移動（純移動数）（2023 年） 

 

※転入超過数・転出超過数 県内はそれぞれ上位５位までの市町村を掲載（2023 年は、転入超

過上位は６市、転出超過は４市町のみ） 

出典：茨城県「常住人口調査」 
























































































































